
日
蓮
聖
人
に
お
け
る

「
受
持
」
の
概
念

庵

谷

行

亨

日
蓮
教
学
を
論
じ
る
な
か
で
、

「
受
持
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
晨
々
あ
る
。
幕
末
以
前
の
日
蓮
教
学
で
は
特
に

「
受
持
」
の
語

①

に
注
目
さ
れ
て
い
る
様
子
が
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
れ
は
近
年
に
お
け
る
傾
向
で
あ
ろ
う
か
。

「
受
持
」
に
日
蓮
聖
人
の
教
義
の
論

理
構
造
を
み
よ
う
と
す
る

「
受
持
論
」
な
る
研
究
題
目
が
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
孫
曜

「
受
持
」

を
日
蓮
聖
人
の
宗
教
理
解
の

一
手
段
と
し
て
重
視
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
受
持
」
の
語
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
の
か
、

「
受
持
」
の
語
に
対
す
る
注
目
が
そ
の
よ
う
な
研
究
を
促
し
た
の
か
、
そ
の
前
後
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、

「
受
持
」
は
日
蓮
聖
人
の
宗
旨
を
表
現
す
る
に
最
も
適
確
な
語
句
と
し
て
安
易
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に

「
受
持
」
の

概
念
規
定
は
個
人
に
よ

っ
て
異
な
り
、

「
信
」

・
「
唱
題
」

・
「
法
華
経
色
読

（実
践
）
」

・
「
釈
尊
を
自
己
の
所
具
と
す
る
」

・
「
五

種
行
」
等
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
こ
れ
ら
の
一
々
に
検
討
を
加
え
て
多
か
ら

一
を
取
る
の
で
は
な

く
、
あ
ら
た
に
聖
意
に
随
順
し
て

「
受
持
」
の
概
念
を
聞
信
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の

「
受
持
」
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
本
的
操
作
と
し
て
、
遺
文
中
の
用
例
を
検
討
し
、
こ
れ
に
加
え
て
聖

人
の
思
想
と
行
実
に
即
し
た
立
場
か
ら
総
括
的
に
信
を
も

っ
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
聖
人
在
世
当
時
に
お
け
る

「
受

持
」

の
概
念
の

一
端
な
り
と
も
究
明
し
、
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、
聖
人
の
特
異
な
立
場
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
是
と
さ
れ
よ
う
。
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以
上
の
趣
旨
の―も
と
に
、
以
下
、
課
題
を
追

っ
て
い
く
。

一

ま
ず
、
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
に
お
け
る

「受
持
」
の
概
念
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、歴
史
的
背
景
を
通
し
て
日
蓮
聖
人
の

「受
持
」

の
概
念
を
理
解
す
る

一
助
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
聖
人
在
世
に
近
い
祖
師
と
し
て
特
に
親
鸞
聖
人

・
道
元
禅
師
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

親
鸞
聖
人

（
一
一
七
三
～

一
二
六
二
年
）
の
著
作
に
お
け
る

「受
持
」
の
用
例
は
十
有
余
箇
所
に
亘
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
す

べ
て
引
用
経
論
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
聖
人
自
身
の
用
例
で
は
な
い
。
聖
人
の
用
語
と
し
て
は

「受
持
」
よ
り
も
む
し
ろ
「持
つ
」

を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「持
つ
」
の
用
例
は
、
お
ょ
そ
、
０
戒
品
を
持
つ
ｏ
Ｏ
持
つ
と
は
な
ら
い
ま
な
ぶ
こ
と

・
問
仏
名
を
持
つ
、
の

三
種
に
大
別
さ
れ
る
。
頻
度
数
と
し
て
は
０
が

一
番
多
い
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
む
し
ろ
０
と
ω
で
あ
る
。
０
は

「持
つ
」
の
具

体
的
意
味
を
、
同
は
そ
の
具
体
的
方
法
を
示
す
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に

『末
灯
抄
』
の
末
文
で
あ
る

「弥
陀
の
本
願
は
行

に
あ
ら
ず
帯
に
あ
ら
ず
、
た
だ
仏
名
を
た
も

″
粒
り
。
名
号
は
こ
れ
善
な
り
行
な
り

（略
）
本
願
は
も
と
よ
り
仏

∞
御
約
束
と
こ
こ
ろ
え

ぬ
る
に
は
、
善
に
あ
ら
ず
行
に
あ
ら
ざ
る
な
り
…
」
は
、
日
蓮
聖
人
の

「受
一持
此
五
字
一自
然
譲
二与
彼
因
果
功
徳
こ

の
文
を
想
起
せ
し

め
る
。
教
義
的
論
究
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
親
鸞
聖
人
の

「名
号
を
持
つ
」

（称
名
（型

と
日
蓮
聖
人
の

「
五
字
を
持
つ
」

（唱
題
）
の
表
現
上
の
類
似
性
に
は
極
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

道
元
禅
師
八
一
二
〇
〇
～

一
二
五
三
年
）
の
場
合
、
特
に

『
正
法
眼
蔵
』
を
と
り
あ
げ
た
。

『
正
法
眼
蔵
「
に
お
け
る

「受
持
」
の
用

例
は
九
十
有
余
箇
所
に
及
ぶ
。
こ
の
内
、
引
用
経
文

（
『般
着
経
』

・
『華
厳
経
』

・
『法
華
経
』

・
『涅
槃
経
』
等
）
中
に
見
ら
れ
る

も
の
が
十
有
余
箇
所
あ
る
。
こ
れ
を
除
き
、
経
典
の
釈
文
を
含
め
て
禅
師
の

「受
持
」
の
概
念
は
、
お
よ
そ
、
国
袈
裟
の
受
持

ｏ
Ｏ

一
四
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句
傷
の
受
持

・
鰤
受
戒
の
意

ｏ
Ｏ
法
の
受
持

・
鶴
如
来
の
意
の
受
持

・
０
名
号
の
受
持
、
の

の
内
、
０
が

一
番
多
く
見
ら
れ
、

「袈
裟
の
受
持
」
が
法
を
護
持
し
諸
仏
を
供
養
す
る
も
の

昼

・
届

堡

２

思
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、

⑦
日
蓮
聖
人
の

百

癸

竺

蓼

持
多

由
称

禅
師
は

「
受
持
の
行
者
の
み
見
釈
迦
牟

謂
％
な
り
」

・
「
如
来
に
し
た
が
ひ
て
こ
れ
を
受
持

語
句
に
重
要
な
概
念
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は

以
上
概
観
し
た
よ
う
に
親
鸞
聖
人

・
道
元
禅
師
の

「
受
持

（持

つ
）
」
の
概
念
は
日
蓮
聖

後
述
す
る
よ
う
に
、
両
祖
師
と
同
様
、
日
蓮
聖
人
も
ま
た

「
受
持
」
の
語
句
を
特
定
の
意
味

か
し
、
重
要
な
相
異
点
と
し
て
、
道
元
禅
師
に
は
日
蓮
聖
人
の

「
受
持
譲
与
段
」
に
相
当
す

と
、
親
鸞
聖
人
は

「
持

つ
」
を
如
来
の
本
願
に
認
め
て
、
持
者
の
主
体
的
な

「
受
持
」
行
為

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
親
鸞
聖
人
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
如
来
の
本
願
と
し
て
の

日
蓮
聖
人
の
立
場
と
の
相
違
が
あ
り
、
親
鸞
聖
人
教
学
と
違

っ
て
、
日
蓮
教
学
が

「
受
持
」

に
大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら

る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
０
は

「
継

の
用
例
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

等
と
表
現
さ
れ
る
な
ど
、

「
受
持
」
の

よ
う
で
あ
る
。

⑩

引
用
用
意
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

定
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し

う
な
教
理
的
用
例
は
見
ら
れ
な
い
こ
と

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ

の

「
受
持
」
の
行
為
の
必
然
性
と
い
う

題
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
こ
こ
に

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

両
祖
師
の
ほ
か
に
、
日
蓮
聖
人
の
引
用
さ
れ
て
い
る
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
書
物
の
中
に
も

「
受
持
」

・
「
持

つ
」
の
語

①

が
多
く
見
ら
れ
る
。

『今
昔
物
語
』

。
『
平
家
物
語
』
等
が
そ
れ
で
、

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の

『今
昔
物
語
集
二
』
の
補
注
で
は
、

「
受
持
」
の
用
例
を
挙
げ
て

「諸
経
を
崇
め
持

つ
こ
と
を
い
い
、
経
を
読
誦

・
書
写
も
し
く
は
解
説
す
る
こ
と
と
共
に
用
い
ら
れ
る
。
中

に
、
特
に
経
の

一
部
分
を
心
に
憶
持
す
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
は
特
異
な
例
と
い
う
べ
き
か
。
こ
れ
は
∧
誦
持
∨
と
意
義
極
め

て
近
い
が
∧
誦
持
∨
が
音
声
に
出
し
て
記
憶
を
確
か
め
る
の
に
対
し
、
∧
受
持
∨
は
音
声
に
出
さ
ず
、
心
の
中
で
記
憶
を
深
め
る
こ
と
を

畠 箸 暮 r 蹟 合 供 菫③ュ⑥ぁ 在
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⑫

指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
在
世
に
近
い
時
代
の

「受
持
」

・
「持
つ
」
の
用
例
を
以
上
の
如
く
解
釈
す

る
な
ら
ば
、
聖
人
の

「受
持
」
の
極
念
に
も
も
ち
ろ
ん
基
本
的
な
面
で
の
共
通
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「諸

経
を
崇
め
持
つ
・
心
に
憶
持
す
る
」
と
い
う

「受
持
」
の
語
句
の
持
つ
基
本
的
姿
勢
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る

「受
持
」

の
具
体
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
華
経

（釈
尊
）
と
日
蓮
聖
人
と
の
信
的
交
流
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
聖
人
独

自
の

「受
持
」
の
展
開
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ

⑬

次
に
日
蓮
聖
人
の
遺
文
中
に
お
け
る

「受
持
」
の
用
例
を
検
討
し
、
聖
人
の
思
想
と
行
実
を
通
し
て
、
聖
人
の

「受
持
」
の
概
念
を
考

察
し
た
い
。

「受
持
」
及
び

「受
持
」
に
類
似
し
た
概
念
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
を
聖
人
の
遺
文
に
み
る
と
、
お
ょ
そ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

⑭
　
　
⑮

受
持

・
持
つ
ｏ
信
受

・
護
持

ｅ
所
持

・
捧
持

・
宣
持

ｏ
弘
持

・
聞
法

（随
喜
）

ま
た
、

「受
持
」
に
近
い
概
念
を
持
ち
な
が
ら
や
や
異
質
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
と
し
て
、

⑩

書
持

・
扶
持

ｏ
住
持

（任
持
）

・
勧
持

・
信
聴

・
擁
護

・
聴
受

⑫

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
詳
細
な
論
述
は
省
略
す
る
が
、
体
系
的
に
日
蓮
聖
人
の

「受
持
」
を
考
察
す
る
上
で
は
重
要
な
課
題
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
日
蓮
聖
人
の

「受
持
」
の
用
例
は
遺
文
の
二
十
有
余
篇
四
十
有
余
箇
所
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
は
、
引
用
経
論
中
に
見
ら
れ
る
も
の

・
他
の
語
句

（
「
供
養
」

。
「読
誦
」

ｏ
「随
喜
」

。
「護
持
」
等
）
と
並
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。
「受
持
」
の
語
句
は
見
ら
れ
る
が

「
受
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持
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
等
が
大
部
分
で
、
教
義
的
用
例
は
僅
か
に

『本
尊
抄
』
に
二
箇
所
を
見
る
に
す
ぎ

な
い
。
他
の
語
句
と
並
記
の
も
の
。
「受
持
」
に
深
い
意
味
が
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
等
は
さ
て
お
き
、引
用
経
論
中
の
用
例
に

「受
持
」

の
概
念
を
探
り
、
次
に
教
義
的
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

引
用
経
論
中
に
お
け
る

「受
持
」
の
語
句
は
遺
文
の
三
十
有
余
箇
所
に
及
び
、
聖
人
の

「受
持
」
の
用
例
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

主
な
経
論
は

『華
厳
経
』
・
コ
ハ
波
羅
蜜
経
』
ｏ
『妙
法
華
経
』
ｏ
『添
品
法
華
経
』
・
『涅
槃
経
』

・
『往
生
論
註
』

・
『高
僧
伝
』

ｏ

『
法
華
秀
句
』

・
『選
択
集
』
等
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
内

『妙
法
華
経
』
の
二
十
有
余
箇
所
が

一
番
多
い
。
そ
こ
で
、
聖
人
が
所
依
と
さ

れ
た

『妙
法
華
経
』
に
つ
い
て
こ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
、

『妙
法
華
経
』

（以
下
、

『法
華
経
』
と
記
す
）
の
八
十
有
余
箇
所

（
二
十

八
品
中
二
十
品
）
に
及
ぶ

「受
持
」
の
語
句
の
内
、
聖
人
の
引
用
は

『警
喩
品
』
「但
楽
受
二持
大
乗
経
典
一乃
至
不
レ受
二
余
経

一
儡
こ

０

『
神
力
品
』

（
二
筒
所
）

「於
二如
来
滅
後
一応
下
当

一
心
受
持
読
誦
解
説
書
写
如
レ
説
修
行
邑

。
「於
二我
滅
度
後
一応
レ受
二持
此
経
一是
人

於
二仏
道
一決
定
無
レ有
レ疑
」

・
『
薬
王
品
』

（
二
箇
所
）

「
若
復
有
レ
人
以
二
七
宝
一満
≡
一千
大
千
世
界
一供
二養
於
仏
及
大
菩
薩

・
辟
支
仏

ｏ
阿
羅
漢
一是
人
所
レ
得
功
徳
不
レ
如
下
受
二持
此
法
華
経
乃
至

一
四
句
偶
一其
福
最
多
Ｌ

・
「
有
三能
受
二持
是
経
典
一者
亦
復
如
レ
是
。
於
■

切
衆
生
中
一亦
為
二
第

一
こ

・
『陀
羅
尼
品
』

「汝
等
但
能
擁
下護
受
二持
法
華
名
一者
上福
不
レ
可
Ｌ
邑

・
『勧
発
品
』

（四
箇
所
）
「若
法

華
経
行
二
閻
浮
提
一有
二受
持
一者
応
レ作
二此
念
一皆
是
普
賢
威
神
之
力
」

・
「若
有
下受
二持
読
三誦
正
四憶
念
修
五習
書
六写
是
法
華
経
一者
上当
レ

知
是
人
則
見
二
釈
迦
牟
尼
仏
こ
　
・
「若
於
二後
世
一受
二持
読
三誦
是
経
典
一者
―

（略
）
―
所
願
不
レ虚
亦
於
二
現
世
一得
二其
福
報
こ

。
「若

一ヽ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

復
見
下
受
二持
是
経
一者
上
出
二
其
過
悪
一若
実
若
不
実
此
人
現
世
得
二白
「瀬
病
こ

の
五
品
十
箇
所
に
限
ら
れ
て
い
る
。

『警
喩
品
』
は

『守
護

国
家
論
』

・
『
下
山
御
消
息
』

・
『瀧
泉
寺
申
状
』
等
、

『神
力
品
』
は

『守
護
国
家
論
』

・
『妙
法
尼
御
前
御
返
事
』

（弘
安
元
年
七

月
）
等
、

『薬
王
品
』
は

『
宝
軽
法
重
事
』

・
『乗
明
聖
人
御
返
事
』

・
『真
言
諸
宗
違
目
』

・
『大
田
殿
許
御
書
』

・
『
四
条
金
吾
殿
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女
房
御
返
事
』

・
『
撰
時
抄
』

・
『
報
恩
抄
』

ｏ
『富
木
殿
御
返
事
』

（弘
安
三
年
）
等
、

『陀
羅
尼
品
』
は

『守
護
国
家
論
』

・
『
法

華
題
目
抄
』
等
、

『
勧
発
品
』
は

『守
護
国
家
論
』

・
『
開
旧
抄
』

・
『
撰
時
抄
』

・
『
四
信
五
品
抄
』
等
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
詳

④

細
に
つ
い
て
は
拙
稿

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
受
持
の
概
念
「
日
蓮
聖
人
引
用
の
法
華
経
を
中
心
と
し
て
―
」
を
参
照
し
て
頂
く
こ
と
と
し

こ
こ
で
は
結
論
の
み
を
記
す
に
止
め
た
い
。
聖
人
引
用
経
論
中
の

「
受
持
」
の
語
句
は
、

「
持

つ
」

。
「護
持
」

・
「
供
養
」
等
と
共
通

し
た
概
念
を
有
ち
つ
つ
、

「
信
」

。
「
唱
題
」
、
あ
る
い
は

「
主
体
的
法
華
経
実
践
」
等
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
の

「
語

句
」
と
の
共
通
概
念
に
つ
い
て
は
す
で
に
０
あ
る
い
は
国
の
冒
頭
に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
り
、

「
諸
経
崇
敬

。
憶
持
」
、
ひ
い
て

は

「
釈
尊
の
御
意
を
信
受
念
持
す
る
」
と
い
う

「
持
つ
」

・
「
信
受
」

・
「
護
持
」
等
の

一
連
の
語
句
と
共
通
し
た
意
味
内
容
を
そ
こ
に

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
般
的
な

「
受
持
」
の
概
念
に
、
聖
人
は

「
信
」
と
い
う
釈
尊

へ
の
絶
対
的
帰
依
を
意
味
付
け
、

そ
れ
を
唱
題

ｏ
法
華
経
実
践

へ
と
昇
華
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

「
意
味
付
け
」

。
「
昇
華
」
は
、
聖
人
の
信
仰
的
仏
教

（法
華
経
）

受
容
の
当
然
の
方
向
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
信
の

「
受
持
」
ゆ
え
に
経
文
随
順
、
経
文
随
順
の
ゆ
え
に
唱
題

・
実
践
と
い
う
釈
尊
と
の
信

的
交
流
が
聖
人
の

「
受
持
」
の
概
念
を
規
定
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に

一
般
的
な

「
受
持
」
の
概
念
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

点
が
あ
る
。

以
上
の
文
献
操
作
上
の
結
論
を
踏
ま
え
て
聖
人
の

「
受
持
」
の
用
例
の
内
、
も

っ
と
も
注
目
す
べ
き

『
本
尊
抄
』
の
用
例
を
考
察
し
て

④

み
よ
う
。

『
本
尊
抄
』
に
お
け
る

「
受
持
」
の
用
例
は
次
の
二
文
で
あ
る
。

②

０
釈
尊
因
行
果
徳
二
法
妙
法
蓮
華
経
五
字
具
足
。
我
等
受
二持
此
五
字
一自
然
譲
二与
彼
因
果
功
徳
一

〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

０
高
貴
大
菩
薩
約
二足
三
仏
一受
二持
之
一

。　

　

　

　

　

　

　

②

二
文
共
に

「
受
持
」
の
目
的
語
を

「
五
字
」
と
す
る
も
の
で
、
こ
の

「
五
字
の
受
持
」
が
唱
題
を
意
味
す
る
こ
と
は

『
本
尊
抄
』
の
文
脈
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④

か
ら
も
明
確
で
あ
り
、
先
師
の
釈
も
ま
た
異
解
を
み
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
聖
人
の

「
受
持
」
は

「
五
字
の
受
持
」
に
し
て
具
体

的
に
は

「
唱
題
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
定
義
は
聖
人
の

「
受
持
」
を
抽
象
化
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
宗
教
的
事

実
を
表
現
す
る
に
欠
け
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
五
字
の
受
持
」

。
「
唱
題
」
の
内
実
に
つ
い
て
し
ば
ら
く
聖
意
を
聞
信
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
受
持
」
の
主
体
を
、
０
は

「
我
等
」
、
②
は

「高
貴
大
菩
薩
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く

『
本
尊
抄
』
に

「
地
涌
菩
薩
嘱
二
累
妙

法
五
撫
が
　

。
「
以
一一妙
法
蓮
華
経
五
字
一授
一一与
上
行
安
立
行
浄
行
無
辺
行
等
四
大
菩
疎
ノ

・
「
地
涌
千
界
授
一一与
林
ピ

等
と
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
教
主
釈
尊
は
自
ら
が
指
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
滅
後
末
法
に
向
け
て
地
涌
の
菩
薩
に

「
五
字
」
を

「授
与
」
さ
れ
た
。
法
華
経

の
説
相
上
か
ら
見
れ
ば
当
然

「
五
字
の
受
持
」
は
０
の

「高
貴
大
菩
薩
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
在
世
」
の

「
嘱
累
」
（
「授
与
」
）

④

が
今

「
末
法
」
に
お
い
て

「
受
持
」
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

「
仏
前
の
御
誓
」
た
る

「
約
束

（足
）
」

（契
約
）
履
行
と
し
て

「
受
持
」
は
釈
尊
の
歴
史
の
中
に
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

「
嘱
累

（授
与
）
さ
れ
た
者
」

・
「約
束

（契
約
）

を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
」

。
「
受
持
を
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
者
」
を

「我
等
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
聖
人
御
自
身
の

如
来
の
勅
命
を
蒙
む

っ
た

「
地
涌
」
と
し
て
の
自
覚
、
す
な
わ
ち

「
受
持
を
要
請
さ
れ
て
い
る
者
」
と
し
て
の
釈
尊
の
歴
史
に
お
け
る
自

己
認
識
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
我
等
」
の
意
は
当
然
聖
人

一
人
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
聖
人
の

「
我
等
」
と
い
う
表
現

の
中
に
、
聖
人
御
自
身
の

「
受
持
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
受
持
」
を
釈
尊
の
歴
史
に
お
け
る
約
束

（契
約
）
履
行
と
見
る
な
ら
ば
、

「
受
持
」
の
意
味
す
る
唱
題
が
単
な
る
日
唱

で
は
な
く
、
そ
こ
に
約
束

（契
約
）
実
現
と
い
う
具
体
的
行
為
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く

そ
れ
が

法
華
経
色
読

（実

⑩

践
）
で
あ

っ
て
、
釈
尊
の
御
意
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
色
読
は
釈
尊
の
勅
命
と
し
て
の
捨
身
弘
経
で
あ

っ
て
、
受
難
と

一
体
と
な

っ
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て
そ
の
真
実
性
を
表
明
す
稿
哩

「
五
字
の
受
持
」
と
し
で
の
唱
題
は
、
末
法
の
法
華
経
に
聞
顕
せ
ら
れ
る
釈
尊
の
御
意
の
実
現
で
あ
り
、

こ
れ
ま
た
釈
尊
の
歴
史
に
お
け
る

「約
束
」

（契
約
）
履
行
の
行
為
に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

「受
持
」
の
義
に

色
読

ｏ
唱
題
の
二
面
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
各
々
に
つ
い
て
の
詳
論
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
こ
の

両
者
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

「受
持
譲
与
」
は
、
釈
尊
の
御
意
と
し
て
の
末
法
の
法
華
経
の
示
唆
す
る
末
法
の
機

（末
代
幼
稚
）
と
釈
尊
と
の
、
釈
尊
の
歴
史
に
お

け
る
必
然
的
な

「授
受
」
の
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
は
そ
の
御
意
を
教
に
表
現
さ
れ
、
教
は
釈
尊
の
色
心
因
果
と
し
て
釈

尊
の
歴
史
を
受
持
者
を
媒
介
と
し
て
実
現
せ
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
か
ら
機
へ
の

「授
」
で
あ
る
。
末
法
の
機
は
教
を
媒
介
と
し
て

釈
尊
の
御
意
を
自
己
の
意
と
し
、
釈
尊
の
歴
史
実
現
の
必
然
的
要
請
を
知
覚
す
る
。
す
な
わ
ち
、
機
か
ら
釈
尊
へ
の

「受
」
で
あ
る
。
両

者
は
釈
尊
の

「
願
」
と
機
の

「信
」
ゆ
え
に
、
必
然
的
で
あ
り
、
自
然
で
あ
り
、
不
二
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
機
の
立
場
か
ら
見
よ
う
と

す
る
所
に
受
持
論
が
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
、
機
の
自
己
認
識
の
問
題
と
し
て
出
発
す
る
。
宿
罪

ｅ
謗
法
の
意
識
は
仏
前
の
自
己
に
真
の
自

己
を
観
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
真
実
な
る
釈
尊
の
歴
史
の
中
で
自
ら
を
法
華
経
と
し
、
法
華
経
に
自
己
を
観
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
聖
人
が
寿
量
品
の
文
底
に
信
受
さ
れ
た

「
五
字
」

は
宿
罪
の
自
己
が
釈
尊
の
自
己
へ
と
復
帰
す
る
唯

一
の

「大
良

薬
」
で
あ
る
「

「取
服
」
に
表
現
さ
れ
る

「受
持
」
こ
そ
釈
尊
の
款
慈
悲
た
る
本
願
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
に
し
て
、
そ
こ
に
真
の
自
己

を
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
聖
人
は

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
臨
型
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

「受
持
」
に
お
け
る
唱
題

・
色
読

の
二
面
性
は
こ
の

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
に
お
い
て
領
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
●

江
酬
囃
馨
ざ
経
短
肝
組
』
鮮
）
、酵
狩
ゲ
姉
」ｒ
梓
傲
短
機
猛
狩
】
孵
一 -35-



人
の
御
内
意
を
伺
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
本
尊
抄
』
第
八
段
は
教
法
流
布
の
時
と
能
弘
の
師
た
る
地
涌
の
菩
薩
が
朗
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
十
九
番
間
答
の
答
文
に
至

る
に
は
第
二
十
五
番
問
答
が
そ
の
契
機
を
な
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「時
」

の
中
に
地
涌
出
現
と
教
の
流
布
を
純
そ
う
と
す
る
間
答

一

「
第

」
綺
鳴
静
離
ゆ

） 七
Ч
教
赫
』
い
、
卿
一
に
哺
舞
「
一
報
融
』
』
囃
】
い
”
ｒ
』
に
一
〔
時
吊
』
「
な
置
い
デ
ロ

な た
】
暉
呻
】

力ヽ の
つ 理
「

の
再
説
を
拒
ま
れ
る
聖
人
の
御
内
意
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
六
段
と
第
八
段
を
比
較
す
る
と
、
前
者
は
法
華
経
の

文
に
お
け
る
教
の
理
念
と
し
て
の
、
後
者
は
末
法
の
機
に
関
わ
る
社
会
的
具
体
性
の
立
場
に
お
け
る
教
の
実
現
と
し
て
の

「末
法
為
正
」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
第
八
段
説
示
上
に
お
け
る
聖
人
の
慎
重
さ
と

「誹
謗
」

警
戒
の
御
内
意
も
頷
け

る
。
す
な
わ
ち
、
第
八
段
は
社
会
的
具
体
性
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
故
に
、
誹
謗
興
起
の
実
際
的
、
教
の
予
見
に
も
と
づ
い
て
論
が
進
め
ら

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「末
法
為
正
」
が
単
な
る
時
間
論
で
は
な
く
、
教
の
歴
史
と
し
て
の
必
然
的
要
請
で
あ
る
こ
と
を
思

え
ば
、

「
五
字
受
持
の
師
」
の
出
現
と
そ
の
受
難
の
問
題
は
当
然
具
体
性
を
有

っ
て
現
実
社
会
に
関
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
、
第
二

十
番
問
答
以
来
繰
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
末
法
に
お
け
る

「
五
字
」
詮
顕
と
し
て
の

「本
門
肝
心
」

・
「寿
量
品
肝
心
」
等
の
表
現
が
、

第
八
段
に
至
っ
て

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
」
と
表
現
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
受
難
の
予
見
は
お
の
ず
か
ら

「本
門
肝
心
」
。
「寿

量
品
肝
心
」
と
い
う
題
目
の
理
念
性
を
現
実
化
具
体
化
し
て
表
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
を
内
包
し
て
い
る
。
第
二
十
八
番
の

答
文
に
お
い
て

「
可
レ為
繁
所
謗
一。
黙
螺
哩

」

と
述
べ
ら
れ
た
の
は

「
五
字
」
流
布
の
現
実
性

・
具
体
性
の
顕
説
を
問
者
の
意
に
認
め
ら

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
第
二
十
九
番
の
答
文
は
、
第
二
十
五
番
以
来
の
問
文
を
受
け
て
、
正

・
像
と
の
対
比
の
上
に

「
五
字
」

の
流
布
す
べ
き
末
法
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
南
岳

・
天
台
等
の
述
面
本
裏
の
百
界
千
如

一
念
三
千
の
義
を

「
理
具
」
と
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し
て
の
像
法
の
法
華
経
と
み
な
し
、
今
末
法
は
像
法
に

「未
二広
行
Ｌ
ｍ

の

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
拉
本
門
本
転
〕
が
流
布
す
べ

き
時
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
末
法
と
は

「
以
レ小
打
レ
大
以
レ
権
破
レ実
東
西
共
失
笙
乙
天
地
顛
倒
桃
中
の
時
で
あ
る
。
ン」
の
よ
う
な
「打
」

ｏ
「破
」

・
「失
」
の
社
会
に
お
け
る
弘
経
の
ゆ
え
に

「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
は

「事
行
」
な
の
で
あ
る
。

「事
行
」
と
は
色
読
を
意
味

鴫
）
証
述
し
た
よ
う
に
色
読
と
は
受
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
意
味
づ
け
る
も
の
と
し
て

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
拉
本
門

本
尊
未
静
客
ν
之
」
の

「広
行
」
の
文
を
指
摘
で
き
る
。

「広
行
」
の
語
は

「南
塩
嚇
錐
暑
辱
墓
』五
字
」
と

「本
爛
本
樽
」
経
わ
の
よ
う

に
関

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
望
月
歓
厚
博
士
は
こ
れ
を

「能
行
の
題
目
を
主
と
し
て
説
く
を
表
し
て
、
行
の
字
を
用
い
た
」
と
、
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
本
尊
実
定
の
義
に
お
い
て
論
ず
れ
ば
本
尊
を

「行
ず
る
」
と
は
表
現
し
え
な
い
こ
と
か
ら

一
応
常
識
的
な
解
釈
と
考
え

ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
本
尊
の
理
念
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
が
、
本
尊
を
証
す
義
に
お
い
て
は
本
尊
を

「行
ず
る
」
と
表
現
し
て
も
差
し

支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
本
尊
を

「行
ず
る
」
と
表
現
す
れ
ば
本
尊
概
念
無
視
の
非
を
免
れ
な
い
が
、
本
尊
の

義
を

「行
ず
る
」
と
な
ら
ば
表
現
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
本
尊
が
信
仰
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
基
本
的
前
提
で
あ
る
が
、
単
な
る
所
観
の
静

物
で
は
な
く
、
所
観
で
あ
り
つ
つ
能
観
の
動
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
尊
と
信
の
機
と
の
能
所

一
体
に
お
い
て
本
尊
は
本
尊
た
り
う

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
尊
へ
の

「
呼
び
か
け
」

（能
観
）
を
、
本
尊
を

「
行
ず
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

「広
行
」
は

「事
行
南
無
妙
法
蓮

／
華
経
五
字
」
と

「本
門
本
尊
」
の
双
方
に
関

っ
て
理
解
さ
れ
る
。
し
こ
う
し

て
、

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
」

・
「本
門
本
尊
」
を

「行
ず
る
」
と
表
現
さ
れ
る
文
の
奥
に
は
、
題
目

ｏ
本
尊
義
の
実
践
と
い
う
御
内

意
が
在
る
も
の
と
拝
察
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
」
は
色
読
と
し
て
の
唱
題
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
五

字
の
受
持
」
と
し
て
把
え
ら
れ
る
聖
人
の

「受
持
」
は
、
色
読
と
し
て
の
唱
題

・
唱
題
の
色
読
、
と
い
う
概
念
を
有
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
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で
あ
る
。
こ
れ
を
弘
唱
不
二
と
表
現
す
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
聖
人
の

「
受
持
」
の
全
体
的
意
味
を
こ
こ
に
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
　
　

．

次
に
、

『本
尊
抄
』
の

「事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
…
」
の
文
か
ら
導
出
し
た
以
上
の
見
解
に
つ
い
て
、
聖
人
の
他
の
遺
文
を
参
照

し
て
み
た
い
。

『富
木
入
道
殿
御
返
事
』
で
は
、

「
五
字
の
受
持
」
の
原
理
論
と
も
い
う
べ
き

「本
門
の
一
念
三
千
」
を
述
べ
る
に
当
り
、

「大
難
叉

④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

色
ま
さ
る
」
と
述
べ
て
、
こ
こ
に

「事
」
の
概
念
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「事
」
の
表
現
は

『撰
時
抄
』
の
い
わ
ゆ
る

「
三
度
の
高

⑫

名
」
を

「法
華
経
の
一
念
三
千
と
申
大
事
の
法
門
は
こ
れ
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
一
念

三
千
」
と

「
大
難
」

・
「
三
度
の
高
名
」
の
ご
と
き
理
事
不
二
の
概
念
は
、
唱
題
に
お
け
る
能
動
性

・
現
実
性
を
推
測
す
る
に
充
分
な
も

の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
唱
題
に
能
動
性

・
現
実
性
を
論
ず
る
こ
と
は
唱
題
の
概
念
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

聖
人
に
お
け
る
唱
題
は
ヽ
静
的
口
業
の
唱
題
で
は
な
く
、　
現
実
社
会
に
対
し
て
、
題
目
の
流
布
す
べ
き

必
然
の
事
実
と
し
て
関

っ
て
い

」
に

法
『師

『
脚
獅
］
『
疇
け
「

二 「一
紳
『
［
〔
辞
け
日
】
コ
］
螂
中
経
の
五
字
を
弘
証
跡
か
る
せ
め

（責
）
に
あ
へ
」
理

。
「
一
蓮
は
浦

．御
勘
気
を
蒙
り
…
」
、

『松
野
殿
御
返
事
』
の

「南
無
妙
法
蓮
華
経

と
我
口
に
も
唱
へ
候
故
に
罵
ら
れ
、
打
は
ら
れ
、
流
さ
れ
、
命
に
及
び
し
か
ど
も
、
勧
め
申
せ
ば
法
華
経
の
行
者
な
ら
ず
燃
中
、

『
四
条

』
轟
岬
『
い

へ 事
汁
〕
」
」
［
［
は
州
剛
】
』
は
舞
】
」
に
な
け
¨
［
難
に

鮒
襄
ば
、
如
来
の
御
使
に
似
た
り
一
心
は
三
毒
ふ
か
く
、　
一

，

一似
た
り
」
等
の
諸
文
は
題
目
流
布

・
唱
題
を
以
っ
て
色
読
を
表
現
さ

れ
て
い
る
。
題
目
流
布
を
色
読
の
範
疇
に
認
め
た
と
し
て
も
明
ら
か
に
唱
題
と
色
読
の
信
仰
的
同

一
性
を
こ
れ
ら
の
遺
文
に
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
唱
題

・
色
読
不
二
の
法
華
経
実
践
が
聖
人
の

「受
持
」
の
本
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

『神
国
王
御
書
』
に
は
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Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
華
経
の
行
者
の
大
難
に
値
…
」
、

『諌
暁
八
幡
抄
』
に
は

「南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
大
科
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り

「
大
難
」

。
「
大
科
」
な
る
行
者
の
受
難
は
釈
尊
の
予
見
と
し
て
す
で
に
あ
り
、
釈
尊
は
難
を
通
し
て
行

者
に
自
己
省
察
の
啓
示
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、　
こ
の
よ
う
な
法
華
経
色
読
の
中
に

こ
そ
題
目
の
真
の
自
己
実
現
が
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が

「
五
字
の
受
持
」
の
真
実
の
姿
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

『本
尊
問
答
抄
』
に
は

「
三
業
相
応
し
て
最
第

一
と
読
る
法
華
経
の
行

者
は
四
百
余
年
が
間

一
人
も
な
妹
予

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
一業
相
応
し
て
最
第

一
と
読
る
」
と
は
三
業
の
唱
題
で
あ
る
。

い
う
と
こ
ろ
の
三
業

「受
持
」
と
は
、
意
に

「
信
」
を
決
定
し
て
身
持

・
口
持
す
る
題
目
と
規
定
し
う
る
。
身
持
題
日
と
は
身
唱
題
目
に

し
て
法
華
経
色
読
を
意
味
す
る
。
し
か
し
て
、
日
蓮
聖
人
の

「受
持
」
は
身
業
受
持

（身
唱
題
目
＝
色
読
）

・
口
業
受
持

（
口
唱
題
目
）

・
意
業
受
持

（信
唱
題
目
）
の
一
如
円
満
の
当
処
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
も
っ
て

「
五
字
の
受
持
」
と
い
う
。
「
五
字
の
受
持
」

が
こ
の
よ
う
な
能
動
的
概
念
を
有
す
る
唱
題
で
あ
る
ゆ
え
に
、

『撰
時
抄
』

・
『報
恩
抄
』
に

「欽
明
よ
り

謂
糊
に
い
た
る
ま
で
七
百
余

年
、
い
ま
だ
き
か
ず
、
い
ま
だ
見
ず
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
よ
と
他
人
を
す
す
め
、

一
と
唱
た
る
智
人
な
し
」

一
「
一
閣
浮
提
の

部
糀

仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
五
年
が
間
、
一
人
も
唱
え
ず
、日
蓮

一
人
南
無
妙
法
蓮
華
経

・
南
無
妙
法
蓮
華
経
等
と
声
も
を
し
ま
ず
唱
る
な
り
」

ど
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
如
く
、
聖
人
始
唱
、
閻
浮
未
曾
有
の
唱
題
な
の
で
あ
る
。

三

以
上
、
聖
人
の

「受
持
」
の
概
念
を

「
五
字
の
受
持
」
に
認
め
、
ン」
れ
を
三
業
円
満
の
題
目
受
持
と
規
定
し
た
。
し
か
し
、聖
人
の

「受

持
」
は
本
質
的
に
は
聖
人
の

「受
持
」
で
は
な
い
。
釈
尊
の

「譲
与
」
の
裏
返
し
と
し
て

「受
持
」
を
見
た
に
す
ぎ
ず
、

「受
持
」
の
実

体
は
釈
尊
の
御
意
に
存
在
す
る
。
わ
た
く
し
は
こ
れ
を
本
願
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
願
と
は

「
五
字
」
で
あ
る
。
初
め
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に
釈
尊
の
本
願
と
し
て

「
五
字
」
が
在

っ
た
。

「
五
字
」
は
教
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。

「
我
等
」
は
教
を
媒
介
と
し
て
釈
尊
の
御
意
を

知
覚
す
る

（
「
五
字
の
受
持
」
）
。

「
我
等
」
の

「
五
字
の
受
持
」
に
よ
っ
て
本
願
は
満
足
さ
れ
る
。
本
願
の
満
足
は

「
五
字
」
の
自
己

実
現
に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら

一
連
の
展
開
が

「
五
字

（本
願
と

の
意
志
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「
受
持
」
は
単
な
る

「
受
持
」
と
し
て
で

は
な
く

「
受
持
さ
れ
る
べ
く
し
て
」
在
る
の
で
あ
る
。
題
目
は
単
に
釈
尊
の
御
意
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く

「受
持
さ
れ
る
べ
く
題
目
」

が
釈
尊
の
御
意
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
仏
教
の
歴
史
は

「
題
目
受
持
」

の
為
の
歴
史
で
あ
る
。

逆
説
す
れ
ば
、

「
題
目
受

持
」
が
釈
尊
の
歴
史
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
五
字
」
の
本
願
の
意
味
す
る
も
の
は

「
五
字
を
受
持
せ
し
め
る
」
こ
と
で

あ

っ
た
と
い
え
る
。

「
五
字
」
の
意
志
に
呼
応
す
る
本
化
の
信
に

「
受
持
」
と
し
て
の
唱
題
が
あ
り
、
そ
れ
は
受
持
者
が
あ
る
べ
く
し
て

釈
尊
の
歴
史
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
聖
人
の

「
受
持
」
の
よ

っ
て
き
た

る
と
こ
ろ
の
も
の
と
そ
の
本
質
が
明
確
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

聖
人
の

「
受
持
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
理
構
造

・
実
践
面
等
に
お
い
て
多
く
の
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ

の
総
合
的
研
究
の
結
論
に
従

っ
て
、
聖
人
の

「
受
持
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
再
度
検
討
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

①  註

『
日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』
に
よ
る
と
、
日
要
写
本

『受
持
之
事
』

一

丁
が
保
田
妙
法
寺
所
蔵
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る

（著
者

・
著
述
年
未

詳
）
。
内
容
に
つ
い
て
は
未
見
で
あ
る
が
こ
れ
は
例
外
的
な
も
の
と
考

え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
拝
閲
の
機
会
を
得
れ
ば
今
後
の
考
察
に
加
え

た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

②
披
見
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
茂
田
井
教
亨
教
授
の

「
『受
持
』
の
論
理
的
構
造
」

（
『観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』
所
収
）

が
そ
の
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。

③

『真
宗
聖
教
全
書
』
第
二
巻
六
九
三
―
四
頁

④

『本
尊
抄
』

『定
遺
』
七

一
一
頁

⑤

「
仏
名
を
た
も
つ
」
を
称
名
と
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
が
誤

り
で
な
け
れ
ば

「
た
も
つ
」
は
親
鸞
聖
人
教
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置

を
占
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
真
宗
関
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係
の
辞
典
を
み
る
と
、

『真
宗
大
辞
典
』
で
は

「
持
つ
」
は
も
と
よ
り

「
受
持
」
・
「
信
受
」
等
の
語
句
は

一
切
収
録
さ
れ
て
い
ず
、
『真
宗
辞

典
』
も

「
持
つ
」

・
「
受
持
」
の
項
目
は
な
く
、

「
信
受
」
に
つ
い
て

「
ま
こ
と
に
受
け
る
意
。
仏
の
真
実
を
何
の
は
か
ら
い
も
な
く
信
ず

る
。
他
力
信
仰
の
相
」

（
四
四

一
頁
取
意
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
に
と

ど

ま

る

。

③

『本
尊
抄
』

『定
遺
』
七

一
一
頁

⑦

『
道
元
禅
師
全
集
』
上
巻
四
八
三
頁

③
右
同
　
一ハ
一
九
頁

③
禅
宗
で
は

「
受
持
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『禅
宗
辞
典
』
に
は

「
受
持
」

・
「
持
つ
」
の
項
目
は
見
当
ら
な
い
。

「
信
受
」
に
つ
い
て

「
仏
陀
の
聖
教
を
信
じ
て
、
之
を
受
く
る
を
い

う
。
」

（
四
七

一
頁
）
、

「
信
受
奉
行
」
に
つ
い
て

「
仏
陀
の
聖
教
を

信
じ
受
け
て
、
心
に
領
し
、
其
教
を
奉
じ
て
実
際
に
身
に
行
ふ
の
意
。」

（
四
七

一
頁
、
取
意
）
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

⑩
日
蓮
聖
人
の

「
受
持
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

①
日
蓮
聖
人
引
用
の
説
話
集
に
つ
い
て
は
高
木
豊
博
士
著

『
日
蓮
と
そ
の

問
弟
』

（
一
〇
五
―

一
五
二
頁
）
に
詳
し
い
。

⑫

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
二
十
三
巻

『今
昔
物
語
集
二
』
山
田
孝
雄

・
山
田
忠
雄

・
山
田
英
雄

・
山
田
俊
雄
校
注
三
八
四
―
五
頁
、
取
意

⑬
こ
の
小
論
で
用
い
る
日
蓮
聖
人
遺
文
は

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

の
真
蹟
現
存

・
曾
存

・
直
弟
子
写
本
の
も
の
で
あ
る
。

⑭
遺
文
の
三
十
有
余
篇
四
十
有
余
箇
所
に
亘
っ
て
用
い
ら
れ

「
受
持
」
と

ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る

（拙
稿

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
受
持
論

の
一
考
察
」
∧

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
一
巻
第

一
号
所
収
∨
参

照
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
受
持
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
は
「
持
つ
」

の
用
例
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
論
で

は
繁
雑
を
さ
け
る
為
こ
れ
を
省
略
し
た
。

⑮
遺
文
の
十
有
余
箇
所
に
用
い
ら
れ
、
『書
喩
品
』
の
引
用
文

（
「
雖
二復

教
詔
一而
不
二信
受
こ
）
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
『開
目
抄
』

の
よ
う
に

（
「仏
説
を
信
受
せ
ん
」
∧
五
六
〇
頁
∨
等
）

「
受
持
」
と

同
義
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、

「護
持
」
以
下
に
つ
い
て

は
注
釈
を
省
略
す
る
。

⑩

「
住
持
」
は

『平
賀
本
』
、

「
任
持
」
は

『縮
冊
遺
文
』
。

①
こ
の
ほ
か
に
、

「
受
く
」
・
「
受
得
」
等
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
見

「
受
持
」
に
共
通
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
な
が
ら
実
際
に
は
全
く
異
質
の

意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
念
の
為
に
記
し
て
お
き
た
い
。

⑬

『大
正
蔵
経
』
所
収
の

『法
華
経
』
に
よ
る
。

⑩
こ
の
ほ
か
に
、

『秀
句
十
勝
抄
』
に
見
ら
れ
る

『法
華
秀
句
』
の
ご
と

く
、
転
載
文
中
に

『法
華
経
』
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る

が
こ
れ
は
除
い
た
。

④

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
二
巻
第

一号
・
『仏
教
学
論
集
』
第

一

〇
号
所
収

④
道
元
禅
師
の
考
察
の
所
で
触
れ
た

『本
尊
抄
』

の

「
自
二天
竺
一受
二持

之
一．占
　
（
七

一
一
頁
）
の
文
は
こ
れ
を
除
ぐ
。

②

『定
遺
』
七

一
一
頁
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④
右
同
　
七

一
九
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

②

②

に
つ
い
て
は
同
じ
く

『本
尊
抄
』

の

「
地
涌
菩
薩
嘱
二累
妙
法
五

字
Ｌ

（
七

一
七
頁
）
等
の
文
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

④
拙
稿

「
本
尊
抄
末
註
に
お
け
る
受
持
の
概
念
」

（
『
日
蓮
教
学
研
究
所

紀
要
』
創
刊
号

・
『棲
神
』
第
四
六
号
所
収
）
参
照

④

『定
遺
』
七

一
七
頁

②
右
同
　
七

一
八
頁

④
右
同
　
七

一
八
頁

⑩

『
聖
人
御
難
事
』

『定
遺
』

一
六
七
二
頁

⑩

『法
蓮
抄
』
・
『撰
時
抄
』
等
諸
遺
文
に
、

『法
華
経
』
・
『
涅
槃
経
』

等
の
捨
身
弘
経
勧
奨
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

①

『寺
泊
御
書
』

・
『
開
目
抄
』

・
『報
恩
抄
』
等
参
照

⑫

『
本
尊
抄
』

『
定
遺
』
七

一
九
頁

①
望
月
歓
厚

・
茂
田
井
教
亨
両
先
生
の
分
科
に
依
る
。

②

「
定
遺
」
七

一
八
頁

⑮
右
同
　
七

一
八
頁

⑩
右
同
　
七

一
九
頁

①
右
同
　
七

一
九
頁

①
右
同
　
七

一
九
頁

の

「
事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字
」
に
つ
い
て
の
先
師
の
釈
を
概
観
し
て

み
る
と
、
啓
蒙
講
師
は

「
妙
法
ノ
名
字
ヲ
直
チ
ニ
修
行
」

（
『
録
内
啓

蒙
』
第

一
九
巻
第
六
四
丁
裏
―
六
五
丁
表
）
、
望
月
歓
厚
博
士
は

「
一

往
、
教

・
行

ｏ
人

ｏ
理
に
約
し
、
再
往
、
日
業
唱
題
の
能
行
」

（
『
日

蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
三
巻
六
六
・
六
七

・
三
四
七
頁
、
取
意
）
、

田
中
智
学
氏
編

『本
化
聖
典
大
辞
林
』
は

「
『本
尊
抄
』
の
文
脈
上
に

お
い
て
は
口
業
唱
題
を
指
す
が
、

「
事
行
」
は
唱
題
に
限
ら
ず
三
秘
に

亘
っ
て
約
さ
れ
る
」

（中
巻

一
七

一
七
頁
、
取
意

（、
山
川
智
応
博
士

は

『本
尊
抄
』
の
本
文
で
は
釈
を
施
さ
ず
、
序
説
に
お
い
て

「
事
行
を

果
上
に
認
め
、
信
念
受
持
に
よ
っ
て
の
み
事
行
の
義
が
実
現
さ
れ
る
。

信
念
受
持
と
は
唱
題
題
目
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
三
秘
に
約
す
る

「

（
『観
心
本
尊
抄
講
話
』
五
四
―
六
・
一
〇
二
頁
、
取
意
）
等
と
論
述

さ
れ
て
い
る
。
啓
蒙
講
師

・
望
月
博
士
は
唱
題
と
規
定
さ
れ
て

い
る

が
、

『
本
化
聖
典
大
辞
林
』

・
山
川
博
士
は
唱
題
の
み
に
非
ず
し
て
三

秘
に
亘
る
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
意
味
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
後
者
は

「
果
上
の
妙
法
受
持
の
ゆ
え
に
事
行
南
無
妙
法

蓮
華
経
」
等
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
唱
題
と
理
解
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

「
事
行
南
無
妙
法
蓮
華
経
五

字
」
に
つ
い
て
の
先
師
の
釈
は
唱
題
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
の
小
論
で
は
こ
れ
を
依
用
し
な
い
。

⑩

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
三
巻
三
四
八
頁

〇

『
定
遺
』

一
五
三
二
頁

⑫
右
同
　
一
〇
五
四
頁

④
右
同
九
七

一
頁

〇
右
同
　
九
八
六
頁

〇
右
同
　
一
四
四
二
頁

④
右
同
　
一
六
六
八
頁
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の
右
同
　
八
九
三
頁

⑬
右
同
　
一
八
四
〇
頁

⑩
右
同
　
一
五
八
〇
頁

⑩
右
同
　
一
〇
四
八
頁

③
右
同
　
一
二
四
八
頁

☆
引
用
書
名
略
称

『
大
正
蔵
経
』
　

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

『
定
遺
』
　

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

☆
引
用
参
照
文
献

（敬
称
略

・
順
不
同
）

大
正
新
修
大
蔵
経
刊
行
会
発
行
　
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
九
巻

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
　
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

真
宗
聖
教
全
書
編
纂
所
編
　
『
真
宗
聖
教
全
書
』

大
久
保
道
舟
編
　
『道
元
禅
師
全
集
』

岡
村
周
薩
編
　
『真
宗
大
辞
典
』

西
村
七
兵
衛
著
　
『真
宗
辞
典
』

深
見
要
言
著
　
『
禅
宗
辞
典
』

山
田
孝
雄
等
校
注
　
『
今
昔
物
語
集
二
』

（
日
本
古
典
文
学
大
系
２３
）

日
蓮
宗
大
学
編
　
『
日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』

日
講
著
　
『
録
内
啓
蒙
』

望
月
歓
厚
著
　
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
三
巻

田
中
智
学
編
　
『本
化
聖
典
大
辞
林
』

山
川
智
応
著
　
『観
心
本
尊
抄
講
話
』

茂
田
井
教
亨
著
　
『観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』

高
木
豊
著
　
『
日
蓮
と
そ
の
問
弟
』

『平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』
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